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平成 19 年４月 24 日 
教 育 委 員 会 

 
「中学生の昼食の考え方（方針）」について 

 
本市では、中学生の昼食については、従来から家庭からの弁当持参を基本としておりま

すが、弁当を持参しない生徒が約2割いるなどの状況があり、早急に解決しなければなら

ない課題として取り組んでいます。平成14年 6月に教育委員会事務局内に設置した「小・

中学生の健やかな成長の促進のための昼食のあり方に関する研究会」において、中学生の

昼食のあり方について、総合的に議論が行われ、平成19年 3月 29日に、別添のとおり報

告がまとめられました。 

この報告は、平成 12 年 1 月から実施している「中学生の昼食事業の試行」などの弁当

を持参しない生徒対策の状況や、本年2月にとりまとめられた「『中学生の昼食の考え方』

のまとめに向けての昼食事業等の中間集約について」、その後実施された給食実施校を含む

市内抽出の中学校への調査、校長ヒヤリングの結果などを踏まえ、今後の本市の中学生の

昼食の考え方を取りまとめたものであります。 

また、本報告は「大阪市地対財特法期限後の事業等の調査・監理委員会のまとめ」を受

け、昨年11月に公表した「地対財特法期限後の関連事業等の総点検調査結果に基く事業等

の見直し等について（方針）」に沿ったものでもあります。 

この報告では、中学生の昼食に関する現状分析とともに、「学校教育と昼食、食育につ

いて」、「家庭弁当について」、「保護者負担の公平性について」、「弁当を持参していない生

徒対策について」及び「中学校給食について」という5つの観点から検討を行い、現時点

における中学生の昼食の考え方のまとめとして、基本的な方向性を示した内容となってお

ります。 

教育委員会は、本報告を受け、検討を加えた結果、食に関する正しい知識と望ましい食

習慣を身に付けるという食育の推進の重要性、心身とも個人差が大きくなる時期である中

学生の多様性（嗜好、食事量など）を踏まえるとともに、家庭からの弁当持参が学校や家

庭において定着し中学生の心身の健全な育成に寄与しているといった教育的な意義を勘案

し、一方、弁当を持参しない生徒にも配慮し、次のとおり、「中学生の昼食の考え方（方針）」

を定めるものとします。 

 

記 

 

１．基本的な方向性 

 

（１）中学生の昼食については、家庭からの弁当持参を基本とする。 

（２）家庭からの弁当を持参できない場合も安心して登校できるように、全ての生徒が利

用可能な、衛生面・安全面等を念頭に置き、栄養価に配慮した昼食を提供するため

の対策を行う。 
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（３）一部の中学校で学校給食を実施している状況は、保護者負担の公平性の観点などか

ら、将来にわたり継続することは適当ではない。ただし、これまでの経過や生徒へ

の影響等を考慮して、例えば、現有の厨房施設を活用した民間による食堂経営など

について検討を進める。 

 

２．今後の進め方 

 

「『中学生の昼食の考え方』のまとめ」を踏まえ、今後は、平成19年度の秋頃を目途

に、中学生の昼食に関する施策について、具体的な内容・進め方を検討・整理し、議会

での議論等を踏まえたうえで、20年度からのモデル実施を行うなど、順次、実施してい

くための準備作業を進めることとする。 

 

検討・整理課題 

 

（１）食育などの充実 

    子どもの食生活について、学校、家庭、地域が連携して次代を担う生徒の食に関

する環境の充実とともに、個々の状況に応じた多面的な指導など食育の推進。 

   例：中学校における栄養教育などの推進体制の確立   など 

 

（２）家庭からの弁当持参への支援 

  中学生の昼食の基本である家庭からの弁当について、持参率の一層の向上・内容

の充実・保護者の負担感の軽減などに資するための対策。 

例：弁当レシピ集の配布などの情報提供 

親子弁当教室の実施               など 

 

（３）弁当を持参しない生徒への対策 

全ての生徒にとって、利用しやすく、衛生面・安全面・栄養面に配慮した昼食用

弁当販売の支援。 

例：衛生面・安全面・栄養面の水準確保など、内容の充実と行政の役割の検討 

公募による業者の確保              など 

 

（４）給食実施校への対策 

家庭からの弁当持参を基本とするとともに、これまでの経過や校内状況等にも配

慮し、弁当を持参しない生徒への対策を検討。 

例：既存施設を活用した民間による食堂経営などの効率的な昼食提供の確保 

など 

 

 



第１表

完全給食 補食給食 ミルク給食 計

実 施 数 百分比 実 施 数 百分比 実 施 数 百分比 実 施 数 百分比

学 校 数 22,515       22,014       97.8   107          0.5    222          1.0    22,343       99.2   

児 童 数 7,187,417    7,095,071    98.7   17,425       0.2    25,529       0.4    7,138,025    99.3   

学 校 数 10,906       8,159        74.8   65           0.6    1,128        10.3   9,352        85.8   

生 徒 数 3,609,306    2,507,701    69.5   14,903       0.4    381,002      10.6   2,903,606    80.4   

特 殊 教 育 学 校 数 1,004        849          84.6   1            0.1    12           1.2    862          85.9   

諸 学 校 幼児・児童・生徒数 104,592      92,060       88.0   36           -      1,002        1.0    93,098       89.0   

夜 間 定 時 制 学 校 数 704          454          64.5   198          28.1   1            0.1    653          92.8   

高 等 学 校 生 徒 数 92,108       38,771       42.1   13,178       14.3   516          0.6    52,465       57.0   

学 校 数 35,129       31,476       89.6   371          1.1    1,363        3.9    33,210       94.5   

幼児・児童・生徒数 10,993,423   9,733,603    88.5   45,542       0.4    408,049      3.7    10,187,194   92.7   

園 数 数 13,396       6,519        48.7   999          7.5    804          6.0    8,322        62.1   

幼 児 数 1,726,520    949,811      55.0   116,007      6.7    78,971       4.6    1,144,789    66.3   

※中学校には中等教育学校前期課程を含む。

（ 参 考 ）

幼 稚 園

学　校　給　食　実　施　状　況

計

全国総数区　　　分

小 学 校

中 学 校

( 国　公　私　立 )

平成１８年５月１日現在
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第２表

実施数 百分比 実施数 百分比 実施数 百分比 実施数 百分比

学校数 22,249     21,873     98.3     106        0.5      200        0.9      22,179     99.7     

児童数 7,067,863  7,024,260  99.4     17,071     0.2      17,775     0.3      7,059,106  99.9     

学校数 73         72         98.6     -          -        1          1.4      73         100.0    

児童数 46,484     45,505     97.9     -          -        625        1.3      46,130     99.3     

学校数 193        69         35.8     1          0.5      21         10.9     91         47.2     

児童数 73,070     25,306     34.6     354        0.5      7,129      9.8      32,789     44.9     

学校数 22,515     22,014     97.8     107        0.5      222        1.0      22,343     99.2     

児童数 7,187,417  7,095,071  98.7     17,425     0.2      25,529     0.4      7,138,025  99.3     

学校数 10,129     8,089      79.9     65         0.6      1,048      10.3     9,202      90.8     

生徒数 3,325,166  2,487,182  74.8     14,903     0.4      357,228    10.7     2,859,313  86.0     

学校数 78         16         20.5     -          -        32         41.0     48         61.5     

生徒数 34,146     6,687      19.6     -          -        13,547     39.7     20,234     59.3     

学校数 699        54         7.7      -          -        48         6.9      102        14.6     

生徒数 249,994    13,832     5.5      -          -        10,227     4.1      24,059     9.6      

学校数 10,906     8,159      74.8     65         0.6      1,128      10.3     9,352      85.8     

生徒数 3,609,306  2,507,701  69.5     14,903     0.4      381,002    10.6     2,903,606  80.4     

※中学校には中等教育学校前期課程を含む。

学　校　給　食　実　施　状　況（小・中　学　校　分）

小
学
校

補食給食

公　立

国　立

ミルク給食 計完全給食

私　立

平成１８年５月１日現在

全国総数区　　　分

計

中
学
校

公　立

国　立

私　立

計
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第５表

学校数 百分比 学校数 百分比 学校数 百分比 学校数 百分比

1 北 海 道 688 661 96.1 6 0.9 19 2.8 686 99.7

2 青 森 県 173 141 81.5 3 1.7 29 16.8 173 100.0

3 岩 手 県 198 160 80.8 4 2.0 34 17.2 198 100.0

4 宮 城 県 225 208 92.4 5 2.2 10 4.4 223 99.1

5 秋 田 県 133 130 97.7 3 2.3 133 100.0

6 山 形 県 124 83 66.9 7 5.6 33 26.6 123 99.2

7 福 島 県 240 219 91.3 21 8.8 240 100.0

8 茨 城 県 234 232 99.1 2 0.9 234 100.0

9 栃 木 県 169 168 99.4 168 99.4

10 群 馬 県 176 174 98.9 174 98.9

11 埼 玉 県 425 423 99.5 1 0.2 424 99.8

12 千 葉 県 382 376 98.4 6 1.6 382 100.0

13 東 京 都 643 557 86.6 62 9.6 619 96.3

14 神 奈 川 県 418 53 12.7 218 52.2 271 64.8

15 新 潟 県 245 231 94.3 1 0.4 12 4.9 244 99.6

16 富 山 県 83 83 100.0 83 100.0

17 石 川 県 105 95 90.5 1 1.0 8 7.6 104 99.0

18 福 井 県 80 76 95.0 4 5.0 80 100.0

19 山 梨 県 97 95 97.9 95 97.9

20 長 野 県 195 193 99.0 193 99.0

21 岐 阜 県 193 192 99.5 192 99.5

22 静 岡 県 267 258 96.6 1 0.4 7 2.6 266 99.6

23 愛 知 県 414 414 100.0 414 100.0

24 三 重 県 170 71 41.8 1 0.6 50 29.4 122 71.8

25 滋 賀 県 100 48 48.0 2 2.0 11 11.0 61 61.0

26 京 都 府 180 113 62.8 15 8.3 128 71.1

27 大 阪 府 463 47 10.2 11 2.4 31 6.7 89 19.2

28 兵 庫 県 357 161 45.1 1 0.3 110 30.8 272 76.2

29 奈 良 県 107 74 69.2 4 3.7 78 72.9

30 和 歌 山 県 137 69 50.4 2 1.5 71 51.8

31 鳥 取 県 61 47 77.0 1 1.6 12 19.7 60 98.4

32 島 根 県 107 98 91.6 7 6.5 105 98.1

33 岡 山 県 164 153 93.3 2 1.2 8 4.9 163 99.4

34 広 島 県 250 155 62.0 8 3.2 79 31.6 242 96.8

35 山 口 県 166 149 89.8 16 9.6 165 99.4

36 徳 島 県 90 88 97.8 1 1.1 89 98.9

37 香 川 県 74 72 97.3 2 2.7 74 100.0

38 愛 媛 県 148 146 98.6 1 0.7 147 99.3

39 高 知 県 121 69 57.0 26 21.5 95 78.5

40 福 岡 県 349 207 59.3 142 40.7 349 100.0

41 佐 賀 県 94 70 74.5 4 4.3 18 19.1 92 97.9

42 長 崎 県 196 153 78.1 42 21.4 195 99.5

43 熊 本 県 184 183 99.5 1 0.5 184 100.0

44 大 分 県 143 138 96.5 5 3.5 143 100.0

45 宮 崎 県 140 137 97.9 3 2.1 140 100.0

46 鹿 児 島 県 265 264 99.6 264 99.6

47 沖 縄 県 156 155 99.4 155 99.4

10,129 8,089 79.9 65 0.6 1,048 10.3 9,202 90.8計

公立中学校

都道府県別学校給食実施状況(学校数)

総　数

平成１８年５月１日現在

補 食 給 食完 全 給 食 ミルク給食 計
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第６表

生徒数 百分比 生徒数 百分比 生徒数 百分比 生徒数 百分比

1 北 海 道 151,467 149,376 98.6 380 0.3 1,694 1.1 151,450 100.0

2 青 森 県 43,805 35,762 81.6 507 1.2 7,432 17.0 43,701 99.8

3 岩 手 県 41,627 30,200 72.5 721 1.7 10,637 25.6 41,558 99.8

4 宮 城 県 66,549 62,976 94.6 1,156 1.7 2,294 3.4 66,426 99.8

5 秋 田 県 31,765 30,977 97.5 756 2.4 31,733 99.9

6 山 形 県 36,078 25,629 71.0 2,281 6.3 8,167 22.6 36,077 100.0

7 福 島 県 66,447 60,306 90.8 6,141 9.2 66,447 100.0

8 茨 城 県 85,144 84,640 99.4 504 0.6 85,144 100.0

9 栃 木 県 57,485 57,466 100.0 57,466 100.0

10 群 馬 県 58,059 57,636 99.3 57,636 99.3

11 埼 玉 県 186,674 186,340 99.8 238 0.1 186,578 99.9

12 千 葉 県 149,670 147,416 98.5 2,129 1.4 149,545 99.9

13 東 京 都 218,117 187,332 85.9 21,949 10.1 209,281 95.9

14 神 奈 川 県 194,015 19,318 10.0 101,839 52.5 121,157 62.4

15 新 潟 県 70,417 63,982 90.9 11 0.0 6,126 8.7 70,119 99.6

16 富 山 県 29,383 29,383 100.0 29,383 100.0

17 石 川 県 32,988 29,652 89.9 437 1.3 2,855 8.7 32,944 99.9

18 福 井 県 24,457 21,921 89.6 2,536 10.4 24,457 100.0

19 山 梨 県 25,861 25,735 99.5 25,735 99.5

20 長 野 県 63,114 63,095 100.0 63,095 100.0

21 岐 阜 県 60,874 60,865 100.0 60,865 100.0

22 静 岡 県 103,340 100,489 97.2 331 0.3 2,427 2.3 103,247 99.9

23 愛 知 県 196,432 196,432 100.0 196,432 100.0

24 三 重 県 51,657 14,537 28.1 225 0.4 18,870 36.5 33,632 65.1

25 滋 賀 県 40,266 16,655 41.4 580 1.4 3,287 8.2 20,522 51.0

26 京 都 府 60,779 14,543 23.9 3,849 6.3 18,392 30.3

27 大 阪 府 215,337 20,213 9.4 1,320 0.6 6,221 2.9 27,754 12.9

28 兵 庫 県 145,323 47,486 32.7 39 0.0 29,155 20.1 76,680 52.8

29 奈 良 県 36,894 19,645 53.2 2,082 5.6 21,727 58.9

30 和 歌 山 県 28,717 9,865 34.4 266 0.9 10,131 35.3

31 鳥 取 県 17,614 12,515 71.1 331 1.9 4,754 27.0 17,600 99.9

32 島 根 県 21,244 19,522 91.9 1,705 8.0 21,227 99.9

33 岡 山 県 53,636 49,330 92.0 516 1.0 3,527 6.6 53,373 99.5

34 広 島 県 73,406 46,958 64.0 1,242 1.7 23,099 31.5 71,299 97.1

35 山 口 県 39,775 34,234 86.1 5,533 13.9 39,767 100.0

36 徳 島 県 21,687 21,663 99.9 14 0.1 21,677 100.0

37 香 川 県 26,688 26,630 99.8 5 0.0 26,635 99.8

38 愛 媛 県 41,370 40,337 97.5 1 0.0 40,338 97.5

39 高 知 県 18,178 7,285 40.1 3,759 20.7 11,044 60.8

40 福 岡 県 137,171 83,755 61.1 53,416 38.9 137,171 100.0

41 佐 賀 県 27,109 16,811 62.0 1,490 5.5 8,152 30.1 26,453 97.6

42 長 崎 県 46,181 31,632 68.5 13,590 29.4 45,222 97.9

43 熊 本 県 55,967 55,651 99.4 296 0.5 55,947 100.0

44 大 分 県 33,893 33,640 99.3 237 0.7 33,877 100.0

45 宮 崎 県 34,659 33,635 97.0 1,022 2.9 34,657 100.0

46 鹿 児 島 県 53,670 53,546 99.8 53,546 99.8

47 沖 縄 県 50,177 50,166 100.0 50,166 100.0

3,325,166 2,487,182 74.8 14,903 0.4 357,228 10.7 2,859,313 86.0計

公立中学校

都道府県別学校給食実施状況(生徒数)

総　数

平成１８年５月１日現在

補 食 給 食完 全 給 食 ミルク給食 計
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第７表

実施数 百分比 実施数 百分比 実施数 百分比 実施数 百分比

平成１６年 23,420     22,436     95.8     111        0.5      264        1.1      22,811     97.4

平成１７年 22,731     22,203     97.7     108        0.5      247        1.1      22,558     99.2

平成１８年 22,515     22,014     97.8     107        0.5      222        1.0      22,343     99.2

平成１６年 7,200,933  7,106,090  98.7     18,370     0.3      29,833     0.4      7,154,293  99.4

平成１７年 7,197,458  7,104,074  98.7     18,419     0.3      27,359     0.4      7,149,852  99.3

平成１８年 7,187,417  7,095,071  98.7     17,425     0.2      25,529     0.4      7,138,025  99.3

平成１６年 11,120     8,172      73.5     64         0.6      1,206      10.8     9,442      84.9

平成１７年 10,949     8,151      74.4     68         0.6      1,158      10.6     9,377      85.6

平成１８年 10,906     8,159      74.8     65         0.6      1,128      10.3     9,352      85.8

平成１６年 3,667,428  2,568,224  70.0     14,555     0.4      438,656    12.0     3,021,435  82.4

平成１７年 3,630,466  2,545,657  70.1     15,649     0.4      422,662    11.6     2,983,968  82.2

平成１８年 3,609,306  2,507,701  69.5     14,903     0.4      381,002    10.6     2,903,606  80.4

※中学校には中等教育学校前期課程を含む。

小・中学校学校給食実施状況の推移(平成１６年～平成１８年)

中
学
校

ミルク給食 計

小
学
校

学校数

補食給食

児童数

区　　　分 全国総数

( 国　公　私　立 )

各年５月１日現在

学校数

生徒数

完全給食
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第８表

学校数
単独調理場

方式 百分比
共同調理場

方式 百分比
その他の
調理方式 百分比 学校数

単独調理場
方式 百分比

共同調理場
方式 百分比

その他の
調理方式 百分比

1 北 海 道 1,301    407       31.3    894       68.7    -         -        661       186       28.1     475       71.9    -         -        

2 青 森 県 343       49         14.3    294       85.7    -         -        141       18         12.8     123       87.2    -         -        

3 岩 手 県 417       81         19.4    336       80.6    -         -        160       9          5.6      151       94.4    -         -        

4 宮 城 県 441       137       31.1    304       68.9    -         -        208       40         19.2     168       80.8    -         -        

5 秋 田 県 285       81         28.4    204       71.6    -         -        130       32         24.6     98         75.4    -         -        

6 山 形 県 322       167       51.9    155       48.1    -         -        83         17         20.5     58         69.9    8         9.6      

7 福 島 県 528       222       42.0    306       58.0    -         -        219       52         23.7     164       74.9    3         1.4      

8 茨 城 県 569       167       29.3    400       70.3    2         0.4      232       49         21.1     179       77.2    4         1.7      

9 栃 木 県 419       185       44.2    234       55.8    -         -        168       62         36.9     106       63.1    -         -        

10 群 馬 県 344       73         21.2    267       77.6    4         1.2      174       36         20.7     135       77.6    3         1.7      

11 埼 玉 県 822       355       43.2    438       53.3    29        3.5      423       133       31.4     271       64.1    19       4.5      

12 千 葉 県 854       423       49.5    431       50.5    -         -        376       132       35.1     244       64.9    -         -        

13 東 京 都 1,325    1,139    86.0    186       14.0    -         -        557       415       74.5     112       20.1    30       5.4      

14 神 奈 川 県 865       739       85.4    123       14.2    3         0.4      53         9          17.0     44         83.0    -         -        

15 新 潟 県 569       311       54.7    250       43.9    8         1.4      231       94         40.7     116       50.2    21       9.1      

16 富 山 県 205       133       64.9    72         35.1    -         -        83         44         53.0     39         47.0    -         -        

17 石 川 県 230       132       57.4    98         42.6    -         -        95         49         51.6     42         44.2    4         4.2      

18 福 井 県 209       136       65.1    73         34.9    -         -        76         28         36.8     38         50.0    10       13.2    

19 山 梨 県 206       93         45.1    112       54.4    1         0.5      95         22         23.2     63         66.3    10       10.5    

20 長 野 県 395       155       39.2    240       60.8    -         -        193       71         36.8     122       63.2    -         -        

21 岐 阜 県 391       110       28.1    281       71.9    -         -        192       49         25.5     143       74.5    -         -        

22 静 岡 県 534       248       46.4    286       53.6    -         -        258       83         32.2     163       63.2    12       4.6      

23 愛 知 県 982       422       43.0    560       57.0    -         -        414       57         13.8     253       61.1    104      25.1    

24 三 重 県 412       296       71.8    116       28.2    -         -        71         27         38.0     44         62.0    -         -        

25 滋 賀 県 228       69         30.3    149       65.3    10        4.4      48         6          12.5     39         81.3    3         6.2      

26 京 都 府 431       327       75.9    104       24.1    -         -        113       19         16.8     21         18.6    73       64.6    

27 大 阪 府 1,025    778       75.9    247       24.1    -         -        47         35         74.5     12         25.5    -         -        

28 兵 庫 県 808       468       57.9    340       42.1    -         -        161       38         23.6     109       67.7    14       8.7      

29 奈 良 県 219       124       56.6    95         43.4    -         -        74         30         40.5     44         59.5    -         -        

30 和 歌 山 県 252       149       59.1    97         38.5    6         2.4      69         26         37.7     41         59.4    2         2.9      

31 鳥 取 県 156       15         9.6     141       90.4    -         -        47         2          4.3      45         95.7    -         -        

32 島 根 県 260       37         14.2    223       85.8    -         -        98         11         11.2     79         80.6    8         8.2      

33 岡 山 県 428       214       50.0    214       50.0    -         -        153       58         37.9     95         62.1    -         -        

34 広 島 県 554       339       61.2    211       38.1    4         0.7      155       30         19.3     75         48.4    50       32.3    

35 山 口 県 332       166       50.0    166       50.0    -         -        149       50         33.5     98         65.8    1         0.7      

36 徳 島 県 222       73         32.9    149       67.1    -         -        88         32         36.4     53         60.2    3         3.4      

37 香 川 県 188       59         31.4    129       68.6    -         -        72         8          11.1     62         86.1    2         2.8      

38 愛 媛 県 351       101       28.8    250       71.2    -         -        146       21         14.4     125       85.6    -         -        

39 高 知 県 194       97         50.0    97         50.0    -         -        69         19         27.5     50         72.5    -         -        

40 福 岡 県 767       618       80.6    149       19.4    -         -        207       56         27.1     140       67.6    11       5.3      

41 佐 賀 県 185       82         44.3    103       55.7    -         -        70         24         34.3     45         64.3    1         1.4      

42 長 崎 県 384       150       39.1    234       60.9    -         -        153       34         22.2     102       66.7    17       11.1    

43 熊 本 県 441       187       42.4    254       57.6    -         -        183       43         23.5     140       76.5    -         -        

44 大 分 県 335       96         28.7    239       71.3    -         -        138       17         12.3     121       87.7    -         -        

45 宮 崎 県 273       124       45.4    149       54.6    -         -        137       47         34.3     90         65.7    -         -        

46 鹿 児 島 県 593       150       25.3    443       74.7    -         -        264       68         25.8     196       74.2    -         -        

47 沖 縄 県 279       45         16.1    234       83.9    -         -        155       20         12.9     135       87.1    -         -        

21,873  10,729  49.1    11,077   50.6    67        0.3      8,089    2,408    29.8     5,268    65.1    413      5.1      

※ 1.中学校には中等教育学校前期課程を含む。
　  2.その他の調理方式とは，単独調理場方式及び共同調理場方式に該当しない，民間の調理場等による調理方式が該当する。

調理方式別完全給食実施状況(学校数)

計

公立小 ･中学校

平成１８年５月１日現在

小　　　　　学　　　　　校 中　　　　　学　　　　　校
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第９表

児童数 単独調理場方式 百分比 共同調理場方式 百分比
その他の
調理方式

百分比 生徒数 単独調理場方式 百分比 共同調理場方式 百分比
その他の
調理方式

百分比

1 北 海 道 286,858     139,967    48.8    146,891     51.2    -         -        149,376     66,173       44.3    83,203      55.7    -         -        

2 青 森 県 77,084       14,965     19.4    62,119      80.6    -         -        35,762       3,659         10.2    32,103      89.8    -         -        

3 岩 手 県 74,178       23,993     32.3    50,185      67.7    -         -        30,200       1,870         6.2      28,330      93.8    -         -        

4 宮 城 県 128,978     48,256     37.4    80,722      62.6    -         -        62,976       12,619       20.0    50,357      80.0    -         -        

5 秋 田 県 58,433       27,003     46.2    31,430      53.8    -         -        30,977       9,506         30.7    21,471      69.3    -         -        

6 山 形 県 66,167       28,600     43.2    37,567      56.8    -         -        25,629       2,996         11.7    19,652      76.7    2,981 11.6    

7 福 島 県 122,547     64,127     52.3    58,420      47.7    -         -        60,306       12,593       20.9    46,559      77.2    1,154 1.9     

8 茨 城 県 171,553     57,230     33.4    113,802     66.3    521      0.3     84,640       19,886       23.5    63,004      74.4    1,750 2.1     

9 栃 木 県 113,638     57,727     50.8    55,911      49.2    -         -        57,466       24,788       43.1    32,678      56.9    -         -        

10 群 馬 県 118,510     30,594     25.8    85,617      72.3    2,299    1.9     57,636       14,609       25.3    41,875      72.7    1,152 2.0     

11 埼 玉 県 401,888     197,351    49.1    192,532     47.9    12,005  3.0     186,340     63,807       34.2    113,635     61.0    8,898 4.8     

12 千 葉 県 333,295     208,906    62.7    124,389     37.3    -         -        147,416     61,191       41.5    86,225      58.5    -         -        

13 東 京 都 555,079     479,538    86.4    75,541      13.6    -         -        187,332     136,808      73.0    38,487      20.6    12,037 6.4     

14 神 奈 川 県 470,943     414,836    88.1    55,644      11.8    463      0.1     19,318       2,290         11.9    17,028      88.1    -         -        

15 新 潟 県 135,121     76,475     56.6    56,153      41.6    2,493    1.8     63,982       25,173       39.3    30,630      47.9    8,179 12.8    

16 富 山 県 60,964       43,344     71.1    17,620      28.9    -         -        29,383       13,701       46.6    15,682      53.4    -         -        

17 石 川 県 66,491       35,688     53.7    30,803      46.3    -         -        29,652       12,764       43.1    14,860      50.1    2,028 6.8     

18 福 井 県 48,076       32,480     67.6    15,596      32.4    -         -        21,921       5,999         27.4    11,901      54.3    4,021 18.3    

19 山 梨 県 52,006       27,992     53.8    23,309      44.8    705      1.4     25,735       7,711         30.0    13,464      52.3    4,560 17.7    

20 長 野 県 128,137     43,704     34.1    84,433      65.9    -         -        63,095       20,617       32.7    42,478      67.3    -         -        

21 岐 阜 県 125,170     39,093     31.2    86,077      68.8    -         -        60,865       18,046       29.6    42,819      70.4    -         -        

22 静 岡 県 213,382     109,973    51.5    103,409     48.5    -         -        100,489     34,037       33.9    61,259      60.9    5,193 5.2     

23 愛 知 県 434,473     175,699    40.4    258,774     59.6    -         -        196,432     22,405       11.4    124,664     63.5    49,363 25.1    

24 三 重 県 107,641     85,987     79.9    21,654      20.1    -         -        14,537       5,821         40.0    8,716        60.0    -         -        

25 滋 賀 県 84,760       24,907     29.4    54,106      63.8    5,747    6.8     16,655       2,101         12.6    12,939      77.7    1,615 9.7     

26 京 都 府 137,287     112,976    82.3    24,311      17.7    -         -        14,543       2,025         13.9    5,495        37.8    7,023 48.3    

27 大 阪 府 492,908     372,681    75.6    120,227     24.4    -         -        20,213       14,286       70.7    5,927        29.3    -         -        

28 兵 庫 県 321,640     239,995    74.6    81,645      25.4    -         -        47,486       15,739       33.1    30,488      64.2    1,259 2.7     

29 奈 良 県 79,733       50,092     62.8    29,641      37.2    -         -        19,645       8,004         40.7    11,641      59.3    -         -        

30 和 歌 山 県 52,179       30,900     59.2    20,311      38.9    968      1.9     9,865         2,610         26.4    6,794        68.9    461 4.7     

31 鳥 取 県 33,172       4,355       13.1    28,817      86.9    -         -        12,515       233           1.9      12,282      98.1    -         -        

32 島 根 県 40,155       4,304       10.7    35,851      89.3    -         -        19,522       847           4.3      17,288      88.6    1,387 7.1     

33 岡 山 県 111,810     74,932     67.0    36,878      33.0    -         -        49,330       21,021       42.6    28,309      57.4    -         -        

34 広 島 県 159,949     119,872    74.9    38,504      24.1    1,573    1.0     46,958       8,297         17.7    16,710      35.6    21,951 46.7    

35 山 口 県 79,900       48,694     60.9    31,206      39.1    -         -        34,234       11,627       34.0    22,487      65.7    120 0.3     

36 徳 島 県 42,390       21,963     51.8    20,427      48.2    -         -        21,663       11,362       52.4    9,807        45.3    494 2.3     

37 香 川 県 56,360       17,551     31.1    38,809      68.9    -         -        26,630       4,110         15.5    21,952      82.4    568 2.1     

38 愛 媛 県 81,420       22,572     27.7    58,848      72.3    -         -        40,337       6,856         17.0    33,481      83.0    -         -        

39 高 知 県 36,490       25,628     70.2    10,862      29.8    -         -        7,285         2,320         31.8    4,965        68.2    -         -        

40 福 岡 県 283,713     238,982    84.2    44,731      15.8    -         -        83,755       17,328       20.7    60,440      72.2    5,987 7.1     

41 佐 賀 県 50,048       29,073     58.1    20,975      41.9    -         -        16,811       5,150         30.6    11,100      66.0    561 3.4     

42 長 崎 県 85,609       48,668     56.8    36,941      43.2    -         -        31,632       7,207         22.8    17,843      56.4    6,582 20.8    

43 熊 本 県 106,805     58,006     54.3    48,799      45.7    -         -        55,651       10,286       18.5    45,365      81.5    -         -        

44 大 分 県 66,897       36,200     54.1    30,697      45.9    -         -        33,640       5,188         15.4    28,452      84.6    -         -        

45 宮 崎 県 69,432       37,623     54.2    31,809      45.8    -         -        33,635       10,852       32.3    22,783      67.7    -         -        

46 鹿 児 島 県 100,061     42,186     42.2    57,875      57.8    -         -        53,546       17,057       31.9    36,489      68.1    -         -        

47 沖 縄 県 100,930     15,207     15.1    85,723      84.9    -         -        50,166       1,726         3.4      48,440      96.6    -         -        

7,024,260   4,140,895 58.9    2,856,591  40.7    26,774  0.4     2,487,182   785,301      31.6    1,552,557  62.4    149,324 6.0     

※ 1.中学校には中等教育学校前期課程を含む。
　  2.その他の調理方式とは，単独調理場方式及び共同調理場方式に該当しない，民間の調理場等による調理方式が該当する。

調理方式別完全給食実施状況(児童・生徒数)

計

公立小 ･中学校

平成１８年５月１日現在

中　　　　　学　　　　　校小　　　　　学　　　　　校
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第１０表

( 　　 公　 　立　 　 )

平成１８年５月１日現在

500人 501人 1,001人 1,501人 2,001人 2,501人 3,001人 4,001人 5,001人 7,001人 10,001人 20,001人

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

計

以     下 1,000人 1,500人 2,000人 2,500人 3,000人 4,000人 5,000人 7,000人 10,000人 20,000人 以     上

1 北 海 道 102       52         15         10         9          2          6          5          3          3          2          -          209       

2 青 森 県 14         13         4          4          -          -          1          4          2          5          -          -          47         

3 岩 手 県 25         16         11         4          5          4          3          1          1          -          -          -          70         

4 宮 城 県 11         16         14         3          4          4          8          1          3          2          1          -          67         

5 秋 田 県 24         35         10         2          1          1          1          -          -          -          -          -          74         

6 山 形 県 1          9          4          1          -          2          -          1          1          1          -          1          21         

7 福 島 県 34         25         6          5          -          3          6          -          5          1          -          -          85         

8 茨 城 県 4          9          10         10         6          8          7          8          7          1          -          -          70         

9 栃 木 県 14         25         10         1          2          5          3          3          2          -          -          -          65         

10 群 馬 県 16         13         9          6          9          -          4          7          6          1          -          -          71         

11 埼 玉 県 5          8          10         9          4          8          16         4          6          11         4          -          85         

12 千 葉 県 11         18         16         6          7          7          12         5          6          3          3          -          94         

13 東 京 都 6          2          2          7          1          6          11         2          2          1          1          -          41         

14 神 奈 川 県 2          5          2          4          3          4          1          7          1          -          -          -          29         

15 新 潟 県 30         31         11         2          5          6          3          -          -          -          -          -          88         

16 富 山 県 2          1          1          -          3          1          5          1          -          -          -          -          14         

17 石 川 県 11         4          8          2          2          3          2          2          -          -          -          -          34         

18 福 井 県 9          5          2          -          1          -          2          -          2          -          -          -          21         

19 山 梨 県 20         15         5          4          -          2          -          -          1          -          -          -          47         

20 長 野 県 26         15         9          4          4          3          3          2          2          1          3          -          72         

21 岐 阜 県 27         15         11         6          3          5          6          -          4          2          1          -          80         

22 静 岡 県 21         13         17         7          6          4          3          2          1          5          2          -          81         

23 愛 知 県 6          5          6          6          11         6          16         7          9          19         2          -          93         

24 三 重 県 13         13         5          4          2          -          -          -          -          -          -          -          37         

25 滋 賀 県 2          7          13         -          2          -          2          1          4          2          -          -          33         

26 京 都 府 9          2          2          2          -          -          1          1          2          -          -          -          19         

27 大 阪 府 1          1          2          2          2          2          3          5          5          7          1          -          31         

28 兵 庫 県 15         17         12         6          1          1          6          4          4          -          -          -          66         

29 奈 良 県 12         4          5          2          3          -          1          -          1          1          -          -          29         

30 和 歌 山 県 12         5          4          -          2          1          1          -          1          -          -          -          26         

31 鳥 取 県 13         11         8          1          -          1          -          2          2          -          -          -          38         

32 島 根 県 33         8          4          -          2          2          2          2          -          1          -          -          54         

33 岡 山 県 26         15         11         3          1          3          1          3          -          -          -          -          63         

34 広 島 県 46         18         1          2          2          -          4          1          -          1          -          -          75         

35 山 口 県 37         7          7          1          2          2          3          1          1          -          -          -          61         

36 徳 島 県 24         6          9          2          -          -          2          -          -          -          -          -          43         

37 香 川 県 14         10         13         7          3          3          1          -          1          -          -          -          52         

38 愛 媛 県 29         15         7          5          3          10         4          1          1          -          -          -          75         

39 高 知 県 24         3          2          1          2          -          -          -          -          -          -          -          32         

40 福 岡 県 4          7          9          6          1          2          1          -          4          5          -          -          39         

41 佐 賀 県 7          12         7          3          1          1          1          -          -          -          -          -          32         

42 長 崎 県 27         23         11         7          1          1          -          -          -          -          -          -          70         

43 熊 本 県 27         28         10         7          3          4          6          1          -          -          -          -          86         

44 大 分 県 31         12         3          4          2          3          2          2          1          -          -          -          60         

45 宮 崎 県 11         7          6          4          -          3          2          -          1          -          1          -          35         

46 鹿 児 島 県 22         34         16         3          6          1          1          1          1          -          1          -          86         

47 沖 縄 県 13         10         13         6          3          3          6          6          5          1          -          -          66         

873       625       373       181       130       127       169       93         98         74         22         1          2,766    

31.6      22.6      13.5      6.5        4.7        4.6        6.1        3.4        3.5        2.7        0.8        0.0        100.0    

児　　　　　童　　　　　 ・　　　　　生　　　　　徒　　　　　数

規　　模　　別　　共　　同　　調　　理　　場　　設　　置　　状　　況

計

百分率

区　分
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第１９表

小学校数 中学校数 調理場数 学校数 学校数 委託比率

1,526         1,084         557           3,812         6,422         21.3%

724           547           1,527         10,548        11,819        39.2%

1,122         333           177           1,522         2,977         9.9%

1,486         1,087         512           3,663         6,236         20.7%

230           129           583           4,650         5,009         16.6%

752           486           363           2,609         3,847         12.8%

　 2.中学校には中等教育学校前期課程を含む。

学校給食における外部委託状況

（　　公　　立　　）

平成１８年５月１日現在

　　　　調理方式
　　　　・学校種別等

委託業務別

※ 1.｢計｣の欄の委託比率は，完全給食及び補食給食を実施している学校数に対する外部委託学校数の比率である。

食器洗浄

その他の業務

計単　独　調　理　場 共　同　調　理　場

ボイラー管理

調理業務

運搬

物資購入管理
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  第１回大阪市中学校給食検討会議要旨 
 
 
１ 日 時：５月８日（木）15：00～15：50 
２ 場 所：大阪市役所３階 教育委員室 
３ 出席委員： 

藤原 政嘉  大阪青山大学健康科学部教授 
   平井 さより 大阪市 PTA 協議会副会長  
   三木 あゆみ      同  
   窪田  透  大阪市立中学校長会代表 

小林 正一  大阪市立小学校長会代表 
玉井 得雄  教育委員会事務局教育次長 
沼守 誠也     同    指導部長 
荻野 哲男     同    教務部長 

  
４ 会議次第  

開会 
   教育長挨拶 
   委員紹介 
   報告「大阪市の昼食事業の現状と検討会議の設置について」 

   「大阪市中学校給食検討会議設置要綱」の確認 

   座長選出 

議事 

    (1) 検討会議におけるワーキンググループについて 

    (2) 今後のスケジュールについて 
 
５ 議事等要旨 

(1)報告「大阪市の昼食事業の現状と検討会議の設置について」 
    本市中学校昼食の現状及び本市中学校の昼食のあり方に係る経過を説

明。平成 19 年 4 月 24 日には「中学生の昼食の考え方に関する方針」を

定め、全ての中学生の昼食は家庭からの弁当持参を基本とし、家庭から

の弁当が持参できない場合には衛生面・安全面、栄養価に配慮した昼食

販売を平成 20 年度から順次実施することとした。 

また、教育委員会として昼食事業の検証を行いつつ、中学校給食の課

題を調査・検討するため、本検討会議を設置することとした旨を事務局

より報告。 
          

(2)議事 (1)検討会議におけるワーキンググループについて 

      (2)今後のスケジュールについて 
     

(1)については、ワーキンググループとして、ニーズ調査及び中学生の

昼食実態調査、学校施設設備調査、他都市調査及び給食実施手法の調査

に区分し、教育委員会事務局内にてデータの収集・分析を行っていくこ

と、(2）については、今後のスケジュールを事務局より説明。 
 

６ 閉会 
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  第２回大阪市中学校給食検討会議要旨 

 

 

１ 日 時：６月 18 日（水）15：00～16：53 

２ 場 所：大阪市役所３階 教育委員室 

３ 出席委員： 

藤原 政嘉  大阪青山大学健康科学部教授 

   浅香 策雄  大手前栄養学院管理栄養学科教授 

平井 さより 大阪市 PTA 協議会代表  

   三木 あゆみ      同  

   窪田  透  大阪市中学校長会代表 

小林 正一  大阪市小学校長会代表 

玉井 得雄  教育次長 

荻野 哲男  教務部長 

 

４ 会議次第  

開会 

   委員紹介（浅香委員・滋野委員） 

   座長代理者の指名 

議事 

報告 

（1）12 校（旧給食実施校）における昼食提供事業及び大阪市立中学

校昼食提供事業（116 校）の概要について 

    （2）他都市の中学校給食実施状況調査の結果〔概要〕について 

 議案 

    （1） 他都市視察の実施について 

    （2） アンケート調査の実施について 

 

５ 議事等要旨 

報告（1）12 校（旧給食実施校）における昼食提供事業及び大阪市立中学

校昼食提供事業（116 校）の概要について 

       

教育委員会が 19 年 4 月に定めた「中学生の昼食の考え方〔方針〕」

に基づき、大阪市立中学校では、平成 20 年度より計画的に昼食提

供事業をすすめ、20 年 3 月末に学校給食を廃止した 12 校において

４月から開始していること、また、新たに 2学期中の実施を予定

している昼食提供事業については、26 校で実施することを目標と

して選定することとし、今後計画的に市内全域に拡充することと

している旨、事務局より報告。 

 

   報告（2）他都市の中学校給食実施状況調査の結果〔概要〕について 

 

本調査は、他都市の中学校での学校給食の実施状況を調査し、 
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           本市の中学校給食検討の基礎資料とするためのものであること、

及びこれらの資料をもとに視察候補都市を決定し、実地調査を行

うこととしている旨、事務局より報告。 

議案（1）他都市視察の実施について 

       本市が実施していない調理方式、喫食方法などについて、他都 

市の実態を調査し、今後の給食検討の参考とするため実施したい

旨を説明。視察都市の選定にあたっては、調理方式ごとに選ぶこ

ととし、その効果・課題等を比較検討していく旨、事務局より説

明。 

  

議案（2）アンケート調査の実施について 

本調査は、市民や中学生の食に関する認識や日頃の食生活の実 

態を把握し、本市中学校給食を検討する上で今後の議論の基礎資

料とするために実施していきたいとした。 

アンケート内容については、食生活の実態や、食習慣、中学生

の弁当持参の状況や、中学校給食についての意向などについて聞

くこととし、調査対象については、市政モニターをはじめ、中学

校については各中学校から任意抽出した 1クラスの生徒とその保

護者、小学校については中学校区内から 1校を抽出し、その学校

の 6年生 1クラスの児童とその保護者等、合計約２万人に対して

実施していきたい旨、事務局より説明。 

 

６ 閉会 
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  第３回大阪市中学校給食検討会議要旨 

 

 

１ 日 時：８月 13 日（水）15：00～17：20 

２ 場 所：大阪市役所地下１階 第５共通会議室 

３ 出席委員： 

藤原 政嘉  大阪青山大学健康科学部教授 

   浅香 策雄  大手前栄養学院管理栄養学科教授 

滋野 由紀子 大阪市立大学経済学部准教授 

平井 さより 大阪市 PTA 協議会代表  

   三木 あゆみ      同  

   窪田  透  大阪市中学校長会代表 

玉井 得雄  教育次長 

沼守 誠也  指導部長 

荻野 哲男  教務部長 

 

４ 会議次第  

開会 

   委員紹介（滋野委員） 

議事 

報告 

（1） 昼食提供事業の現状報告について 

    （2） 昼食提供事業実施校(旧給食実施校)における昼食の現状等につ

いて（報告・意見聴取） 

  (3) 他都市の中学校給食実施状況視察結果について（概要） 

  

５ 議事等要旨 

報告（1）昼食提供事業の現状報告について 

昼食提供事業については、昨年４月 24 日に教育委員会として定めた

中学生の昼食についての方針に基づき、今年度から開始しているもので

あり、今年４月より実施している 12 中学校での昼食提供事業の利用状

況については、４月の利用率については 12 校全体で、50％を超えてお

り、５月以降については、利用率の高い学校で約 60％、低い学校で

15％と幅があるものの、全体では 30％台で推移している。また、味や量、

メニューなど内容への要望については弁当業者とも調整を行っている。 

次に、現在実施している 12 中学校以外についても、２学期以降に昼

食提供事業を開始する予定であり、本年度は 26 校を予定している。事

業者については、７月に選定委員会を開き、２社に決定した。事業内容

は既に実施している 12 校とほぼ同じ内容となっているが、配膳スペー

スがない学校がほとんどであり、業者が配送した弁当を安全かつ衛生的

に保管できるよう配膳スペースを確保するとともに冷蔵庫等を設置し、

２学期からの事業実施に備えていく旨、藤巻学校保健担当課長から報告。 

    

 報告（2） 昼食提供事業実施校(旧給食実施校)における昼食の現状等につい 
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て（報告・意見聴取） 

第２回中学校給食検討会議において、中学生の昼食の現状について学

校現場から報告を受けることが望ましいとの意見があったことから、検

討会議において、本年３月末まで給食を実施していた学校をはじめ、各

学校現場の状況を聞くこととした。 

   今回は、本年３月末に学校給食を廃止し、昼食提供事業を４月から実

施している 12 中学校のうち、住吉中学校、木津中学校、矢田西中学校、

鶴見橋中学校の校長から、４月からの昼食実態の報告を受けることとし

た。次回会議においては、給食を実施していなかった中学校からの現状

報告を受けることとしている旨、藤巻学校保健担当課長から説明。 

   

（住吉中学校・林校長 報告） 

   申込状況について、開始当初の４月は全日業者弁当か、家庭弁当かを

選択するといったかたちをとるとともに、できるだけ弁当を利用しても

らうよう努めたので、結果として 87％の申し込み状況であった。 

   その後も、１ヶ月単位での申し込みで、1 ヶ月全てが家庭からの弁当

持参か、昼食提供事業による弁当かを選ぶ体制をとった。５月以降の利

用率については、５月が約 51％、６月～７月６日までについては、約

45％であった。生徒の様子について、給食時と比較すれば、給食実施の

時には、子どもたちが好む献立の日は概ね静かであり、嫌いな献立の日

はざわめいており、残食も多かった。弁当持参が基本となった４月以降

は、保護者も子どもたちが好むものを詰めておられる様子であると思わ

れ、現在は給食実施時の「好きな献立の日」と同じ様子であることが多

い。 

   現在の昼食提供事業に対する課題としては、アレルギーへの対応があ

る。また、本校では、校内で一人でも昼食を食べない、食べられない生

徒をなくすことを取り組みとして行っており、参考データとしては、当

日昼食を持ってきていない、もしくは注文していない子どもは、４月は

月平均で約 0.17％、5月は約 1.38％、６月は約 0．84％であった。 

   昼食提供事業に対する保護者の反応は様々であるが、量・食味につい

ては個々の嗜好による部分もあると考えている。また、注文方法に対し

ては、柔軟な対応を求める声が多く、１ヶ月全てが家庭弁当か業者弁当

を選択するといった方法でなく、週に何日かは家庭弁当を持たせたいこ

とから、日単位で選択できる方法を求める声も多い。 

   また、「食」に関する指導については、栄養士がこれまでプリント等

を用いて行っていたが、給食が廃止された４月以降は誰が担うのかとい

った大きな問題もある。 

   さらに 業者弁当の発注の窓口は業者が受け持っていても、追加や修

正等の細かい「漏れ」をフォローする者は管理職であり、結果として教

員に負担が生じるのはいかがなものかと考えている。 

 

（木津中学校・芝田校長及び西教諭 報告） 

   昼食提供事業に対しては、メニュー内容等には改善が必要だと思うが、

その他は特に大きな問題はないと考えている。 
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（矢田西中学校・文田校長 報告）  

   給食の廃止に際しては、本校は、矢田地域にある７つの小・中学校と

歩調を合わせ給食存続に向けて行動してきた。一方で、弁当持参を望む

保護者もおられたことも事実であった。昼食提供事業については、「給

食」復活への思いも絡んでいるのか、注文数について一定数以上の伸び

がなく、弁当持参が多い状況である。昼食提供事業への抵抗感がある。

保護者に対しては、４月以降、弁当づくりによる子どもとの接点を持っ

てほしいとの考えから、家庭からの弁当持参を常々お願いしてきた。６

月以降、家庭弁当の持参が定着してくると、生徒の中には、「自分だけ

業者弁当はいやだ」などの意見が多く、結果として家庭弁当の持参率が 

上昇している感はある。 

   家庭弁当のほうが、内容・量的に良いようであり、アンケートでは、

家庭からの弁当持参が望ましいとの声は多い。昼食提供事業については、

特に来年度以降の実施体制について、現在の利用状況などから現在の業

者が撤退すれば、来年は変更点など含めてどうなるのかなどといった不

安もある。 

 

（鶴見橋中学校・安井校長及び西川教諭 報告） 

    本校では、「給食」が今後再開されるよう、その必要性を検証するた

めに、今年度は昼食提供事業による弁当を食べていくこととした。しか

し、昼食提供事業が開始されると、その内容が当初の想定と異なってお

り、保護者の理解を得られないと考えたことから、教育委員会や昼食提

供業者に対して改善要望を行うとともに、家庭からの弁当持参を認める

こととした。昼食時の状況としては、梅南中学校と同様に食缶方式で提

供することとし、これまでの給食の名残を残しつつ、全生徒が食堂で一

同に会して食べるスタイルを維持してきた。また、生徒や保護者が昼食

提供事業に対してどう感じているのかを確認するため、「大阪市立鶴見

橋中学校昼食あり方検討委員会」において、アンケートを実施し、利用

状況や満足度、今後の昼食に対する要望などについて訊いてきた。今年

度はなんとかやってきているが、来年度は 350 円での提供となることで

不安はある。 

 

報告 (3) 他都市の中学校給食実施状況視察結果について（概要） 

   本年７月に実施した広島市、京都市、名古屋市への視察結果概要につ

いて報告。 
広島市については、平成 20 年７月４日に２名の中学校給食検討会議

委員とともに広島市立宇品中学校に、京都市については、平成 20 年 7 月

11 日に委員５名とともに京都市立月の輪中学校に、名古屋市については、

平成 20 年 7 月 17 日に委員４名とともに名古屋市立丸の内中学校を視察

し、各都市における給食の提供方法、調理方式、配膳室の整備状況や配

膳状況、生徒の喫食状況やランチルームの整備状況などについて視察し

たこと及びその模様の概要について深見学校保健担当課長代理より報告。 
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    また、９月以降に、第２回会議で提示していた、千葉県船橋市、高松

市、千葉市への視察を実施し、次回以降の会議で報告する旨もあわせて

報告。 
 

６ 閉会 
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  第４回大阪市中学校給食検討会議要旨 

 

 

１ 日 時：10 月３日（金）14：30～17：30 

２ 場 所：大阪市役所地下１階 第５共通会議室 

３ 出席委員： 

藤原 政嘉  大阪青山大学健康科学部教授 

   浅香 策雄  大手前栄養学院管理栄養学科教授 

滋野 由紀子 大阪市立大学経済学部准教授 

   窪田  透  大阪市中学校長会代表 

玉井 得雄  教育次長 

沼守 誠也  指導部長 

荻野 哲男  教務部長 

 

４ 会議次第  

開会 

   議事 

報告 

（1） 中学校給食未実施校の昼食の現状等について 

    （2） 昼食提供事業アンケート結果速報について 

  (3) 他都市（高松市）の中学校給食実施状況視察結果について（概

要） 

 （4） 食生活等に関するアンケート結果速報について 

   

５ 議事等要旨 

報告（1）中学校給食未実施校の昼食の現状等について（報告・意見聴

取） 

第３回中学校給食検討会議において、前回の会議では、本年３月末に

学校給食を廃止し、昼食提供事業を４月から実施している 12 中学校の

うち、４校より４月からの昼食実態の報告を受けたが、今回の会議では、

給食を実施していなかった中学校のうち、3 校の校長から現在の昼食実

態について報告を受けることとしている旨、大平教務部担当係長から説

明。 

（桜宮中学校 八田校長より報告） 

   本校では、本年９月から昼食提供事業を実施している。本校の状況に

ついては、飲食店を経営、または飲食店に勤務されている方が多い。深

夜まで勤務されておられることで朝のお弁当作りが困難なご家庭がある。

また、そのような中で、３時間目から昼休みにかけて保護者がお弁当を

持ってくるといった状況がある。多い時では 10 名程度の方が持ってく

る。弁当を持たせたいというご家庭は多い。 

   昼食提供事業の利用状況については、利用する子どもがどういう子ど

もたちかということで分析すると、利用者は固定化している。これまで

実施した 12 日間でみると、延べ 27 名の利用のうち、12 日中、10 日以

上利用している子どもは、1 年生で２人、2 年生で４人、３年生で１人
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で合計７名であり、これらの生徒は、だいたい 12 日全て購入している。

ほとんど飲食店経営者の子どもたちである。本当に必要な生徒が購入し

ている状況であり、利用者数こそ少ないが、本校ではそれなりに意義の

ある事業だと思う。 

１ヶ月実施した時点での課題としては、大きく分けて３点ある。まず

１点目について、初めに登録を行い、注文をし、お金の振り込みをする

といったことで、非常に煩雑な手続きとなっている。利用したくてもで

きない状況があることから、生徒は、コンビニで昼食購入をする場合も

ある。なんとか今の方法を簡略化してもらえないか、といった思いがあ

る。加えて、事業の流れに対して学校も生徒・保護者もお互いに不慣れ

であることから、いくつか小さなトラブルも生じている。申し込み手続

きが簡略化されて欲しい。 

   ２点目は、教員の負担が非常に大きいことである。本校では担任を持

っていない教員には全員、昼食の受け渡しを手伝ってもらえている状況

であるが、受け渡しの流れが煩雑であり１名での対応は無理である。10

個程度の申し込みでも教員が２、３名で対応している。販売が軌道に乗

り、一日に 30 個から 40 個程度受け渡しするようになれば、教員だけの

力では非常に困難だと考えている。また、４時間目に体育の授業がある

クラスでは、着替えが終わってから弁当を取りにくるので、対応する教

員は 30 分以上も受け渡しのために時間を割いている状態となってしま

い問題である。３点目として、本校ではお弁当の容器の返却時には、教

員の見守りは不要ではあるが、これも、校内の状況が悪くなれば、返却

時の見守りも必要になるだろうし、そうなれば、現在のかたちでは難し

くなってくると思う。弁当内容は、バラエティに富んでおり、変化もあ

る。配膳員等のことを含め一定の改善をしていただきいと考えるし、そ

うなれば利用数も増え、また、こちらからも積極的に勧められると思う。 

   

（南中学校 紀井校長 報告） 

   本校は非常に小規模な学校であり、全校で 133 名、１年１クラス、 

２・３年は各２クラスの合計５クラスの学校である。その中で家庭から

の弁当持参率は 70～80％、日によって異なるが、10 名から 20 名の生徒

については正午前後にお弁当を持ってきてもらう状態であり、登校途中

にコンビニなどで購入してくる生徒が 20％から 30％といった状況であ

る。買い忘れや代金を持ってくるのを忘れた生徒については、教員が昼

食時に付き添って昼食を買いに行ったり、教員が代金を立て替えて同様

に付き添って買いに行くといった対応をしており、昼食については特に

支障は出ていない。昼食提供事業については、本校では 10 月 14 日から

実施予定である。課題としては、教員の負担増が最大の問題だと思う。

弁当を受け取り、その個数をリストで確認し、また、温蔵庫の鍵を開け

たりなど、手間がかかる。本校では、その作業を教頭が行うこととなっ

ている。昼食時に弁当を渡す時は 4 時間目が空いている副担任の中でロ

ーテーションを組んで行う予定だが、対応者が一人だけしかいないとい

った時には校長や教頭も対応しなければ、本校のような小規模校では対

応できないと考えている。 
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  また、先日行われた試食会では、ご飯の量が課題となった。中３の男

子と中１の女子ではご飯を食べる量が当然異なることから、量の調整を

なんとかして欲しいといった申し入れを行ったが、現在の状況では難し

いとのことであった。昼食提供事業が開始されれば、ご飯が余ってもっ

たいないとか、逆に、足りなくて困るといった、そういう声が上がる懸

念はある。 

   

（住吉第一中学校 大倉校長 報告）  

   本校では、ランチサポート事業を開始して２年が経過している。もと

もと試行のかたちで実施した。弁当業者である「ほっかほっか亭」が昼

食を提供している。開始前は、お金を持たせることや、業者が提供する

こと、栄養面における心配はあった。注文から受け渡しまでの流れにつ

いては、朝に業者が来校し、生徒から注文を受け、お金を受け取り、昼

時に弁当を持ってきて、後にお弁当ガラを回収しにくるといったもので

あり、１日に３回、来校してもらっている。教員には一切負担が無いよ

うな仕組みになっている。なお、本校では、弁当持参率は 80％程度であ

り、平均して 10％程度の生徒が業者弁当を利用している状況である。週

の初めは家庭からの弁当持参が多く、週末になると業者弁当への注文が

増加する傾向にある。 

また、本校は運動部が盛んであり、朝練習の時には保護者の弁当作り

が間に合わないこともあり、この「ホカ弁」で間に合わせるといった状

況もある。値段については 350 円からであるが、幕の内弁当などの高額

なものはメニューから外している。メニューは 10 種類から選択できる

こととなっており、プラス 100 円で大盛りも選べる。注文者のうち、約

20％程度がこの大盛りを注文しているようである。課題としては、栄養

面と考えている。本校ではパン販売も実施されており、当初は競合を心

配したが、現在は一定、共存している状態である。本校の昼食について

は、特に大きな問題はない。 

    

（2）昼食提供事業アンケート結果速報について 
給食を実施していた 12 中学校での昼食提供事業は、開始後６ヶ月が

経過している。昼食提供事業の課題を明らかにし、検証を行うほか、事

業改善にも活かすため、12 中学校の２年生全員とその保護者、そして教

職員全員の合計約 2800 人を対象にアンケートを行った。回答状況につ

いては、12 中学校全体で、生徒は、90.3％、保護者は 62.7％、教職員

は 64.0％であり、利用状況やその理由、食味、分量、良いと思う点、改

善を求める点や申し込み方法などに対する回答状況について、深見学校

保健担当課長代理から説明。 

       

   (3) 他都市（高松市）の中学校給食実施状況視察結果について（概

要） 

9 月 16 日に実施した高松市への視察結果概要について報告。 

高松市へは、荻野委員とともに、高松市立木太北部小学校及び玉藻中

学校を視察。高松市の中心的な実施手法である、近隣の小学校で調理し
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た給食を中学校に配送する、いわゆる親子方式について、小・中学校間

の配送状況、配膳室の整備状況、配膳状況、生徒の喫食状況などについ

て視察したこと及びその模様の概要について、大平教務部担当係長より

報告。 

    また、千葉県船橋市への視察については、調整の結果、同じ自校調理

方式での選択制給食を実施している千葉県松戸市への視察に変更するこ

ととし、10 月８日に視察を実施すること、さらに、翌９日に千葉市への

視察を行う予定であること並びに次回会議にて、両都市の視察結果と、

これまで実施した各都市視察結果の考察等を含めて報告予定である旨、

あわせて報告。 

 

（4） 食生活等に関するアンケート結果速報について 

    本年７月に実施した、食生活、食習慣、中学生の昼食の実態、中学校

の昼食に関する意識、中学校給食に関する意向に係るアンケート調査に

ついて、単純集計としての速報値を報告。実施状況については、市民、

児童、生徒、保護者、教員の合計 19,587 人に対して行い、17,111 人か

ら回答を得、回答率については 87.4％であった。中学生の昼食に対する

希望や、中学校給食の実施やその賛成・反対理由、また、実施方法の希

望などへの回答状況について、藤巻学校保健担当課長から報告。 

  

 

６ 閉会 
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第５回大阪市中学校給食検討会議要旨 

 

 

 

１ 日  時：10 月 24 日（金）14：30～17：00 

２ 場  所：大阪市役所３階 教育委員室 

３ 出席委員： 

藤原 政嘉  大阪青山大学健康科学部教授 

   浅香 策雄  大手前栄養学院管理栄養学科教授 

滋野 由紀子 大阪市立大学経済学部准教授 

平井 さより 大阪市 PTA 協議会代表  

   三木 あゆみ      同  

玉井 得雄  教育次長 

沼守 誠也  指導部長 

荻野 哲男  教務部長 

  

４ 会議次第  

開会 

   議事 

議案・報告 

（1） 12 校における昼食提供事業アンケート結果分析について 

    （2） 食生活等に関するアンケート結果分析について 

  (3) 他都市（千葉県松戸市・千葉市）の中学校給食実施状況視察結

果及び視察６都市のまとめについて 

   

５ 議事等要旨 

   議案・報告 

（1）12 校における昼食提供事業アンケート結果分析について 

前回の会議で報告した昼食提供事業に関する 12 校アンケート調査

結果報告に基づき、アンケート調査における業者弁当の利用状況、

食味、分量、業者弁当の良い点、改善を求める点、利用しない理由

などの回答に対する考察を説明。また、給食の廃止に伴う校内状況

等の変化、昼食提供事業の実施状況や課題等を検証するため、本年

７月から８月に実施した 12 中学校長ヒアリングの内容を報告。加え

て事業改善のための業者へのヒアリング内容もあわせて報告。 

分析のまとめとしては、学校給食から家庭弁当持参に切り替えた

12 校については、一定、家庭弁当を持参する習慣が定着しており、

弁当持参の意義や必要性を感じている家庭もある。昼食提供事業に

ついては、利用率が減少傾向にはあるが、家庭弁当を持参しない生

徒は業者弁当を利用している者がほとんどであると伺えることから、

一定の役割を果たしているものと考える。浮かび上がってきた課題

に対しては改善に努める旨、深見学校保健担当課長代理より説明。 

 

（2）食生活等に関するアンケート結果分析について 
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食生活、食習慣、中学生の昼食の実態、中学校の昼食に関する意

識、中学校給食に対する意向についてのアンケート調査結果（単純

集計・速報値）に対しての考察を説明。 

朝食の喫食頻度や、主食・主菜・副菜をバランスよく食べている

かどうか、といったところや日頃の食生活の状況について、小学生

と比較しながら考察するとともに、「食」に関する知識を教えたり

する「食育」の実践にあたり、回答者が「学校の役割」であるとし

たものについて考察。次に、中学生に食べさせたいものとして、回

答者が「給食」や「弁当」を選ぶ割合を考察。さらに、家庭弁当や

学校給食の「良い点」や「課題」として回答者が挙げるものや、学

校給食の実施を希望する者と希望しない者の割合とそれぞれが理由

として挙げるもの等を考察。 

また、アンケート調査結果を詳細に分析するためのクロス集計と

しては、「朝食の喫食日数」と「家庭弁当の持参率」との関係や、

市民の年齢別に「給食を希望する」割合、「家庭弁当を食べさせた

いと考える市民・保護者」のうち「弁当作りに負担感を感じている

者」の割合、「家庭弁当を食べさせたい」と考えながらも「給食実

施を希望する」者の割合について集計した。さらに、「全員喫食」

か「選択制給食」について、給食実施を「希望する者」と「希望し

ない者」ごとにその割合を集計した。その他、課題として給食費の

滞納問題を挙げる者の割合などの集計結果について、藤巻学校保健

担当課長から説明。 

 

（3） 他都市（千葉県松戸市・千葉市）の中学校給食実施状況視察結果

及び視察６都市のまとめについて 

千葉県松戸市へは、事務局より松戸市立第六中学校を視察し、自

校調理方式・選択制給食による給食実施状況について、ランチルー

ムの整備状況、配膳状況、生徒の喫食状況等を視察したこと及びそ

の模様の概要を報告。千葉市については事務局より千葉市立葛城中

学校を視察し、給食センター方式による給食実施状況、配膳状況、

生徒の喫食状況を視察したこと及びその模様を報告するとともに、

大宮学校給食センターでの衛生管理体制を聴取したことを報告。 

続いて、これまでに実施した６都市への視察のまとめについて、

深見学校保健担当課長代理より説明。 

 

６ 閉会 
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